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総務部長

柏 原 邦 章

国
に
お
い
て
小
さ
な
政
府
を
目

指
し
た
改
革
が
推
進
さ
れ
て
い
る

今
日
、加
西
市
の
行
財
政
の
課
題
、

現
状
を
直
視
し
、
市
民
と
の
協
調

を
図
り
な
が
ら
明
る
い
未
来
の
創

造
に
向
け
、
職
員
が
一
丸
と
な
っ

て
邁
進
す
る
体
制
づ
く
り
を
推
進

し
ま
す
。

市民福祉部長

高 井 宣 博

平
成
18
年
度
は
介
護
保
険
法
の

改
正
・
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施

行
・
医
療
制
度
改
革
等
保
健
･
福

祉
・
医
療
を
取
り
巻
く
環
境
の
変

化
の
中
、財
政
再
建
を
進
め
つ
つ
、

市
民
ニ
ー
ズ
に
的
確
か
つ
迅
速
に

対
応
し
た
福
祉
行
政
を
推
進
し
て

い
き
ま
す
。

建設経済部長

井 上 正 三

特
産
品
の
開
発
や
地
域
農
産
物

の
消
費
拡
大
、
美
し
い
農
村
環
境

の
維
持
・
保
全
を
し
つ
つ
、
農
産

物
の
安
定
生
産
に
寄
与
す
る
土
地

改
良
事
業
の
推
進
、
産
業
団
地
へ

の
企
業
誘
致
、
中
心
市
街
地
の
に

ぎ
わ
い
創
出
、
雇
用
確
保
と
産
業

の
活
性
化
、
市
街
化
調
整
区
域
の

土
地
利
用
や
、
市
民
生
活
の
利
便

性
向
上
の
た
め
の
計
画
的
な
基
盤

整
備
や
維
持
管
理
に
努
め
ま
す
。

生活環境部長

山 本 茂

廃
棄
物
処
理
対
策
、
環
境
保
全

対
策
及
び
公
園
墓
地
整
備
等
快
適

な
環
境
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。
ま

た
、
安
全
な
水
を
安
定
的
に
供
給

す
る
と
共
に
生
活
の
快
適
さ
、
環

境
の
改
善
、
公
共
用
水
域
の
水
質

保
全
な
ど
を
目
的
に
早
期
に
整
備

を
し
ま
す
。

会計室長

小 岩 照 雄

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、

今
年
１
月
か
ら
収
入
役
を
廃
止
し

助
役
が
兼
掌
し
て
い
ま
す
。
こ
の

改
正
の
初
年
度
で
あ
り
、
銀
行
の

ペ
イ
オ
フ
解
禁
に
よ
る
資
金
運
用

等
、
従
来
と
は
違
っ
た
側
面
か
ら

重
要
度
が
増
し
て
い
る
た
め
、
よ

り
一
層
、
正
確
で
迅
速
な
会
計
事

務
に
努
め
ま
す
。

消　防　長

竹 内 正 己

規
律
と
礼
節
の
組
織
運
営
の
も

と
、
厳
し
さ
の
中
に
も
和
と
協
調

を
保
ち
、
信
念
と
緊
張
感
を
も
っ

て
任
務
を
遂
行
し
ま
す
。
災
害
時

に
は
市
民
の
目
線
に
立
っ
て
、
消

防
団
・
住
民
と
一
体
と
な
り
、
地

域
の
安
全
と
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

の
た
め
努
力
し
ま
す
。

議会事務局長

青 木　 清

議
会
は
市
民
の
代
表
者
と
し

て
、
民
意
が
反
映
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
議
会
活
動
の
主
役
は
議

員
各
位
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、

議
員
活
動
を
支
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
事
務
局
と
し

て
開
か
れ
た
明
る
い
職
場
づ
く
り

に
取
り
組
み
ま
す
。

市立加西病院事務局長

古 角 隆 夫

医
療
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し

い
で
す
が
、
加
西
病
院
が
市
内
唯

一
の
総
合
機
能
を
有
し
、
か
つ
、

健
康
保
持
に
必
要
な
医
療
の
提
供

が
で
き
、
活
力
あ
る
公
立
病
院
と

し
て
存
続
で
き
る
よ
う
効
率
的
で

健
全
な
運
営
に
努
め
ま
す
。

加
西
市
職
員
組
合
は
、
去
る
２

月
17
日
貊
午
前
８
時
半
か
ら
約
45

分
間
の
違
法
ス
ト
ラ
イ
キ
を
実
施

し
、
組
合
員
２
８
４
名
が
参
加
し

ま
し
た
。
こ
の
数
は
、
加
西
市
関

係
で
働
く
者
の
約
４
分
の
１
に
当

り
ま
す
。

市
民
の
皆
様
に
は
、
何
か
と
ご

不
便
を
お
か
け
し
ま
し
た
こ
と
、

心
か
ら
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
存
知
の
通
り
、
公
務
員
の
争

議
行
為
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
お

り
、
勤
務
時
間
中
に
職
場
を
放
棄

す
る
こ
と
は
、
職
務
専
念
義
務
に

お
　
詫
　
び

も
違
反
す
る
行
為
で
す
。

職
員
組
合
は
平
成
15
年
１
月
29

日
に
も
違
法
ス
ト
ラ
イ
キ
を
実
施

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
市
民

の
皆
様
か
ら
の
税
金
で
雇
用
さ
れ

て
い
る
市
役
所
職
員
が
、
事
前
の

指
導
や
ス
ト
中
止
命
令
に
も
従
わ

ず
、
違
法
ス
ト
ラ
イ
キ
を
強
行
し

た
の
は
、
市
民
の
皆
様
に
対
し
て

誠
に
申
し
訳
な
い
限
り
で
す
。

今
後
、
職
員
の
意
識
改
革
と
一

層
の
市
役
所
改
革
に
取
り
組
む
所

存
で
す
の
で
、
何
卒
、
市
民
の
皆

様
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
市
　
長
）

と
も
に
、魅
力
と
活
力
の
あ
る
地
域

社
会
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。


